
 
 
 
 
 
 
 

 

日本では，2ｍ以上の道路橋が約 72 万橋供用され，その大半は高度経

済成長期の昭和 40～50 年代に建設されたもので，『50 年耐用に達する

橋梁』は，現在では約 18％だが，１０年後には約 42％急増します。特に

橋長１５ｍ未満の橋梁では１０年後には約半数が建設後５０年を経過する

ことになり、老朽化による安全性の低下や維持管理費の急激な増加が予想

されます。 

このような背景の下，平成 26 年に国土交通省令として『道路の維持・

修繕に関する技術基準』が定められ，道路橋においては，必要な知識と技

能を有する者が 5 年毎に近接目視による定期点検を行うことが義務付け

られ，平成 31 年から 2 巡目の点検に入りました。2 巡目としても，1 巡

目と同様に「近接目視」を基本としており，「点検方法の効率化」や「定期

点検の質の向上」，「新たな記録様式の提示」が主な改訂内容です。 

特に『効率化』と『点検の質の向上』について，弊社は定期点検から詳細

点検等に多くの実績を有しており、橋梁点検車や高所作業車を利用した調査

や，船上(ボート)による調査，桁下高さがある橋梁を対象としたロープアク

セス法など，様々な形式の橋梁に応じた点検，診断を実施することが可能で

す。また，目視点検だけでなくコンクリートの強度試験，塗膜調査，剥離試

験，非破壊試験（レーダー探査，フェロスキャン，プロフォメータ等），腐

食試験（塩分含有量試験，電位測定，肉厚測定等），載荷試験，衝撃試験など、補修設計などの目的に応じた詳細

調査や試験を実施することが可能です。 

さらに、その点検結果に基づき長寿命化計画策定や補修・補強設計に至るまでのアセットマネジメントのコンサ

ルティングサービスを提供しています。また、弊社は地盤コンサルとしての地盤調査技術を活用し、橋梁基礎に対

する調査（新設橋の基礎地盤調査、既設橋の杭基礎等の状況調査）にも対応いたします。 

 

 

 

 

 

高所作業車による点検調査 

 

ロープアクセス法による点検調査  橋梁点検車による目視調査  船上（ボート）による点検調査 

 

 
 

 

 

橋梁と基礎 97-8 より抜粋 

 

創発と複合と協働(ECC)で拓くオンリーワン 

中 央 開 発 株 式 会 社 https://www.ckcnet.co.jp 
■技術サポート  設計事業部   

〒332-0035 埼玉県川口市西青木3-4-2   Tel  048-259-6311  Fax  048-259-6315 

問い合わせ先 

CKC中央開発株式会社                      建設総合コンサルタント 
私 たちは ＣＫＣ持 続 成 長 ビジョンを描 き、 

「安 全 ・安 心 の国 土 形 成 と持 続 未 来 社 会 の発 展 に貢 献 するオンリーワンカンパニー」 を目 指 しています！  
 

建設年次別橋梁数 

  

 

 



 

 

  

 

地方公共団体が管理する、今後老朽化する道路橋の増大に対応するために、地方公共団体が長寿命化

修繕計画を策定し，「事後保全」から「予防保全（LCC 最小化）」へと円滑な政策転換を図るとともに、

５年毎に定期点検を実施し，橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減を図りつつ、

道路橋のメンテナンスサイクルを実施することが必要です。 

 

 

 
 

 

①橋梁台帳の整理                 橋梁耐震対策・耐荷対策事業との調整 

②長寿命化修繕計画の策定  

③詳細点検の実施 国土交通省 

④修繕・架替え等の設計                              地方整備局     

                 

    

        ◆定期点検の実施                            

  

 

橋梁の定期点検は，近接目視による点検と点検表への記録，更新が主な業務です。点検は，『道路橋定期

点検要領(平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局)』によります。調査は目視点検と必要に応じて触診や打音

等非破壊検査等を併用して行います。橋梁の構造に応じて部材区分と部材番号等を設定し，橋梁毎および

部材毎に点検と損傷の評価を行い，下記の点検表に橋梁諸元，点検結果，損傷写真を整理します。 

     
 

 

点検実施後，市町村における点検・診断結果は，各都道府県で設置された『道路メンテナンス会議』に

て報告・評価をしていきます。その際に，損傷橋梁の適正な管理，予算の確保など過去に作成された長寿

命化修繕計画の見直しを行い修繕計画の改定，実施を図ります。こうした管理体制のもと定期的に点検を

実施することで，安定した橋梁のメンテナンスサイクルを確立し，橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び

架替えに係る費用の縮減が図られます。 

～ ご質問、事業化・お見積り等の相談がございましたら、お気軽にお申し付けください ～ 

注意）定期点検の結果，修繕計画の変更が

ある場合には，整備局への届けが必要です。 

老朽化対策に対する政策の転換期 

メンテナンスサイクルを回す仕組み 
 

定期点検の実施・記録 

メンテナンスサイクルの確立に向けて 

◆道路メンテナンス会議 

長寿命化修繕計画の変更 

点検表記録様式 1，2（出典：道路橋定期点検要領：Ｈ31.2 より） 

[ 診断 ]  

 

 

均一的な尺度で健全度

の判定を行う 

[ 記録 ] 
点検・診断・措置の結

果をとりまとめ評価・

公表を行う 

◆長寿命化計画の策定・改訂 

 

H.26 施行 

[ 点検 ]  

 

 

5 年に一度の近接目

視による全数点検 

[ 措置 ]  

 

 

点検・診断結果に基づ

き計画的に修繕を実施 

【メンテナンスサイクルの概要】 

 


